
令和６年４月１８日 

 

（公社）神奈川労務安全衛生協会 

横浜北支部長 

 

職長教育開催のご案内 

  

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、弊協会支部事業に関し格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 この度、横浜北労働基準監督署のご後援のもと、下記のとおり労働安全衛生法第 60 条に

基づく職長教育を開催いたします。貴事業場の第１線監督者各位がご受講くださるよう 

ご案内いたします。 

敬具 

 

記 

 

 １．日時 ：令和６年７月９日（火）、１０日（水） ９時２５分～１６時４０分 

 ２．会場 ：横浜市西公会堂  ２Ｆ１号会議室 

        横浜市西区岡野 1-6-41 TEL：045-314-7733 

 ３．対象者：第１線監督者（役付者、現場監督者、その他） 

４．内容 ：新たにその職場につくこととなった職長並びに管理監督者に対して法の定め

に基づく安全衛生教育事項について講義等により体系的に研修いたします。 

（1） 指導・教育の進め方及び監督・指示の方法、適正配置 

（2） 設備の改善及び環境改善の方法と環境条件の保持、整理整頓と安全衛生点検 

（3） 作業手順の定め方及び作業方法の改善 

（4） 異常時・災害発生時における措置等 

（5） 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 

（6） リスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減措置 

 ５．修了証：指定講習機関による修了証を交付   

６．受講料：会員事業場  １１,２００円/人(テキスト代、資料代、消費税を含む) 

       会員外事業場 １４,２００円/人(テキスト代、資料代、消費税を含む) 

７．定員 ：６０名（先着順に受付、定員になり次第締切ります） 

８．申込方法：支部ホームページＮＥＴ申込み、または裏面の申し込み用紙に所定事項を

記入の上ＦＡＸでお申し込みください。 

 ９．申込先：（公社）神奈川労務安全衛生協会横浜北支部 

       〒222-0033横浜市港北区新横浜 2-5-4京浜建物第２ビル 701号 



 

職長教育申込書 

2024.7.9,10 

      ＦＡＸ：０４５―４７４－１８１５ 

☆参加費 □会員  １１,２００円×（  ）名分    円を添えて申し込みます。 

     □会員外 １４,２００円×（  ）名分    円を添えて申し込みます。 

      □会員の方は、NET申し込みされますと受講料が３００円割引となります。 

 ☆支払方法 ［銀行振込・現金書留］にて送金します。（どちらか消して下さい） 

振込予定日を記入して FAX送信後、銀行振込をして下さい。 

申し込み後、当日参加取消しの場合、参加費の返金はできません。 

☆振込先  （シャ）神奈川労務安全衛生協会 横浜北支部 TEL：045-474-1821 

横浜銀行 新横浜支店（普）No.1012715（振込手数料は貴社でご負担願います） 

☆振込予定日    月  日尚、領収書は振込機関の受領書をもって代えさせていただきます。 

※原則、講習会開催日の 7日前までにお振込みください。 

 

☆事業場名：                  会員ＮＯ．            

☆所在地：〒                  横浜北支部以外：      支部 

☆部署 担当者：        ＴＥＬ：        ＦＡＸ：         

 

受講者氏名（フリガナ） 生年月日（西暦） 整理番号 

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 

参加費請求書が必要な場合、○で囲ってください     →（必要） 

請求書は、ＰＤＦをメールに添付してお送りしますので、下欄にメールアドレスを記入願います。 

 

 
また、請求書の原本が必要な方には、当日会場でお渡しします。 
原本が必要な場合、〇で囲ってください。        →（必要） 

ＦＡＸ申し込み後一週間以内に受講票が届かない場合、再度ご連絡下さい。 

 

※申込書にご記入いただいた個人情報については、当協会支部が責任をもって管理し、  

目的以外に使用いたしません。 

 


